
光が丘地区の小・中学校の通学区域（～2025.3）

【小学校の通学区域図】 【中学校の通学区域図】
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○再編の概要

・青葉小学校の通学区域を光が丘小学校に再編

・光が丘小学校の通学区域の一部(陽光台５～７丁目)

を陽光台小学校に再編

・再編後の光が丘小学校、陽光台小学校の通学区域を、

緑が丘中学校の通学区域と一致するよう変更

(上溝中、弥栄中、由野台中の通学区域の一部を
緑が丘中学校の通学区域に変更)

※小・中学校区の一致

第１段階 青葉小学校の学校再編の概要

学校再編による学習環境の準備期間を考慮し、令和７年４月を目途に、青葉小学校
を閉校し、光が丘小学校、陽光台小学校、並木小学校の３小学校に再編する。

【再編後の通学区域図】
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第１段階 指定変更許可区域図
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指定変更許可区域を設定する区域一覧

設定する期日
変更後の
就学指定校

就学指定校区 域

令和７年４月１日から
令和１３年３月３１日

弥栄中学校緑が丘中学校①光が丘２丁目18番～34番

令和７年４月１日から
令和１３年３月３１日

弥栄中学校緑が丘中学校②並木４丁目

令和７年４月１日から

弥栄小学校光が丘小学校

③青葉２丁目、３丁目

弥栄中学校緑が丘中学校

令和７年４月１日から
令和１３年３月３１日

上溝中学校緑が丘中学校④陽光台１丁目～３丁目

令和７年４月１日から光が丘小学校陽光台小学校

⑤陽光台５丁目1番～2番10号・14号～2
番31号・3番2号～37号・4番～
19番

陽光台６丁目、７丁目
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